
地方議会関係の改正事項

「多様な人材が参画し住民に開かれた地方議会の実現に向けた対応方策に関する答申」（令和４年12月28日第33次地方制度調査会）(抄)
…（略）…多様な住民が議会に関わる機会を広げる観点や、議会運営の合理化を図る観点から、これらの手続（※）についても、一括して、オン

ラインにより行うことを可能とするべきである。 ※住民と議会、議会と国会等の間で行われる法令上の手続

●地方議会に対する住民からの請願書の提出や
国会に対する地方議会からの意見書の提出な
ど、地方議会に係る手続について、一括して
オンライン化を可能とする。

地方自治法の一部を改正する法律の概要（令和５年法律第１９号）

「多様な人材が参画し住民に開かれた地方議会の実現に向けた対応方策に関する答申」（令和４年12月28日第33次地方制度調査会）(抄)
…（略）…議会の役割・責任、議員の職務等について、その重要性が改めて認識されるよう、全ての議会や議員に共通する一般的な事項を地方自

治法に規定することも考えられる。…（略）…

○ 地方自治法は、地方議会の位置付けについて、「普通地方公共団体に議会を置く」とのみ規定。

●多様な層の住民の地方議会への参画を促進する観点から、地方議会の役割や議員の職務等を法律上明確化する。
【具体的な規定内容】
・ 議会の設置根拠の規定に、議事機関として住民が選挙した議員をもって組織されるという位置付けを追記
・ 地方公共団体の所定の重要な意思決定に関する事件を議決する等の議会の役割・責任を明確に規定
・ 議員は、議会の権限の適切な行使に資するため、住民の負託を受け、誠実にその職務を行わなければならない旨を規定

①地方議会の役割及び議員の職務等の明確化

②請願書の提出等のオンライン化

○ 住民と議会、議会と国会等の間など、行政機関等を一方の当事者としない法令上の手続について、「情報通信技
術を活用した行政の推進等に関する法律」によるオンライン化の適用対象外となっている。

地方議会 国会住民等

①議会と住民等との間の手続
請願書の提出等

③議会と国会との間の手続
意見書の提出

②議会内部の手続
議案の提出等

※ 施行日：公布の日（令和５年５月８日）

※ 施行日：令和６年４月１日
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